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お
知
ら
せ

　
掲
載
情
報
は
5
月
21
日
時
点
の
も

の
で
す
。
内
容
変
更
の
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
市
HP
や
各

問
い
合
わ
せ
先
で
最
新
情

報
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

高
い
の
で
、
専
門
業
者
に
依
頼
す
る
こ
と

を
お
す
す
め
し
ま
す
。

　
ア
シ
ナ
ガ
バ
チ
の
巣
は
、
日
没
後
に
長

袖
を
着
て
専
用
の
殺
虫
剤
な
ど
で
自
分
で

駆
除
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◎
駆
除
の
費
用
は
、
巣
が
あ
る
土
地
・
家

屋
の
所
有
者
な
ど
の
負
担
で
す
。
な
お
、

駆
除
方
法
や
専
門
業
者
は
市
HP（
ハ
チ
）

で
も
案
内
し
て
い
ま
す
。

問
生
活
環
境
課
☎
２
９
９
８
‐
９
３
７
０

事
業
系
ご
み
削
減
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

　
６
月
は
事
業
系
ご
み
削
減
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
月
間
で
す
。
ま
ず
は
雑
が
み
の
資
源
化

か
ら
始
め
ま
し
ょ
う
。

　�

▼
雑
が
み
は
資
源
！
リ
サ
イ
ク
ル
へ
▼

裏
が
み
使
用
で
経
費
削
減
！
▼
シ
ュ
レ

ッ
ダ
ー
の
使
用
は
必
要
最
小
限
に

◎
雑
が
み
を
分
別
し
て
事
業
系
古
紙
回
収

協
力
店
に
持
ち
込
む
と
無
料
と
な
り
、
量

に
応
じ
て
買
い
取
り
と
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
事
業
系
ご
み
は
集
積
所
に
出
す
と

不
法
投
棄
に
な
り
ま
す
。
家
庭
ご
み
に
混

入
さ
せ
る
こ
と
も
違
法
で
す
。

問
資
源
循
環
推
進
課

　
☎
２
９
９
８
‐
９
１
４
６

は
か
り
の
定
期
検
査
（
東
地
区
）

　
商
品
の
販
売
、
薬
の
調
剤
、
健
康
診
断

書
の
発
行
な
ど
、
取
引
や
証
明
に
使
う
は

か
り
・
分
銅
・
お
も
り
は
、
計
量
法
に
よ

り
、
２
年
に
１
回
、
市
の
定
期
検
査
を
受

け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

◎
新
規
に
は
か
り
・
分
銅
・
お
も
り
を
取

引
や
証
明
に
使
う
方
は
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

検�

査
対
象
地
区
　
新
所
沢
・
新
所
沢
東
・

並
木
・
富
岡
・
松
井
・
柳
瀬
地
区

日�

場
▼
6
月
3
日
㈬
／
市
民
武
道
館
▼
4

日
㈭
／
松
井
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
各

日
午
前
10
時
～
正
午
、
午
後
１
時
～
３

時

日
本
赤
十
字
社
活
動
資
金
を
募
集

　
令
和
７
年
度
は
、
９
、８
３
７
、４
３
４
円

の
ご
協
力
を
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
今
年
度
も
、
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

実�

施
主
体
　
同
社
埼
玉
県
支
部
・
所
沢
市

地
区

問
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
☎
２
９
２
２
‐
２
１
１
５

旅
券
手
数
料
の
引
き
下
げ（
予
定
）

　
７
月
１
日
㈬
申
請
分
か
ら
対
象
で
す
。

受
け
取
り
ま
で
１
カ
月
以
上
余
裕
を
も
っ

て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
詳

細
は
外
務
省
HP
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

問
所
沢
市
パ
ス
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

　
☎
２
９
６
８
‐
９
７
１
９

外
来
植
物
の
駆
除
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　
所
沢
の
生
態
系
を
守
る
た
め
、
外
来
植

物
の
「
入
れ
な
い
」「
捨
て
な
い
」「
拡
げ

な
い
」
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。
自
宅
の
庭

な
ど
で
見
つ
け
た
場
合
、
適
切
な
駆
除
方

法
に
て
処
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
特
に
注
意
が
必
要
な
外
来
植
物

◎
そ
の
他
の
外
来
植
物
や
駆

除
方
法
な
ど
の
詳
細
は
市
HP

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
み
ど
り
自
然
課
☎
２
９
９
８‐９
３
７
３

ハ
チ
に
注
意
！

　
６
月
頃
か
ら
次
第
に
ハ
チ
の
数
が
多
く

な
り
８
～
９
月
頃
が
最
も
危
険
で
す
。
軒

下
や
屋
根
裏
、
庭
木
な
ど
に
、
ス
ズ
メ
バ

チ
は
ボ
ー
ル
型
、
ア
シ
ナ
ガ
バ
チ
は
じ
ょ

う
ご
型
の
巣
を
作
り
ま
す
。

　
巣
を
見
つ
け
た
ら
、
ハ
チ
を
刺
激
し
な

い
よ
う
に
形
状
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

巣
に
近
づ
き
過
ぎ
る
の
は
危
険
で
す
。

　
ス
ズ
メ
バ
チ
の
巣
の
駆
除
は
危
険
度
が

手�

当
月
額
　
こ
ど
も
一
人
に
つ
き
、
月
額

５
千
円

◎
小
・
中
学
校
、
高
校
の
入
学
時
、
別
途

奨
学
金
を
支
給
し
ま
す
。

問�

防
犯
交
通
安
全
課

　
☎
２
９
９
８
‐
９
１
４
０

６
月
の
休
日
漏
水
修
繕
当
番
店

　
24
時
間
受
け
付
け
し
て
い
ま
す
。
当
番

店
に
直
接
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問�

市
管
工
事
業
協
同
組
合
☎
２
９
２
２
‐

６
１
８
５
FAX
２
９
２
２
‐
９
６
１
４

浄
化
槽
の
法
定
検
査
手
数
料
が

値
上
が
り
し
ま
す

　
浄
化
槽
の
使
用
者
に
義
務
付
け
ら
れ
て

い
る
法
定
検
査
（
浄
化
槽
の
機
能
の
確
認

検
査
）
の
受
検
手
数
料
が
7
月
１
日
㈬
か

ら
値
上
が
り
し
ま
す
。な
お
、6
月
30
日
㈫

ま
で
に
検
査
を
申
し
込
ん
だ
方
は
、
改
定

前
の
金
額
で
受
検
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

改�

定
後
の
法
定
検
査
の
手
数
料
（
10
人
槽

以
下
の
場
合
）
▼
初
回
の
法
定
検
査
…

１
万
４
千
円
▼
年
1
回
の
法
定
検
査
…

６
千
円

問
一
般

社
団
埼
玉
県
環
境
検
査
研
究
協
会

　
☎
０
４
８
‐
７
７
８
‐
８
７
０
０

車
上
ね
ら
い
被
害
に
注
意
！

　
市
内
で
被
害
が
増
加
し
て
い
ま
す
。
短

い
時
間
で
も
、
車
か
ら
離
れ
る
と
き
は
必

ず
施
錠
し
、
車
内
に
荷
物
を
置
い
た
ま
ま

に
し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

問
所
沢
警
察
署
☎
２
９
９
６
‐
０
１
１
０

留�

意
事
項
　
▼
計
量
士
の
代
検
査
を
受
検

し
た
場
合
は
、
市
の
定
期
検
査
は
免
除

▼
会
場
で
の
検
査
対
象
の
は
か
り
は
、

機
械
式
の
み
▼
電
気
式
（
デ
ジ
タ
ル
）

は
か
り
は
、
使
用
場
所
で
別
途
検
査
を

実
施
▼
西
地
区
は
令
和
９
年
度
に
実
施

問
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　
☎
２
９
９
８
‐
９
１
４
３

介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
証
の
更
新

　
同
認
定
証
を
お
持
ち
の
方
に
、
６
月
中

旬
頃
に
更
新
申
請
書
を
郵
送
し
ま
す
。

　
８
月
以
降
も
引
き
続
き
食

費
・
居
住
費
の
減
額
を
受
け

る
場
合
は
、
必
要
書
類
を
添

え
て
介
護
保
険
課
に
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

申�

問
同
課
に
直
接
・
郵
送
／
☎
２
９
９
８

‐
９
４
２
０

Ｈ
Ｉ
Ｖ
検
査
普
及
週
間

　
６
月
１
日
～
７
日
は
Ｈ
Ｉ
Ｖ
検
査
普
及

週
間
で
す
。
Ｈ
Ｉ
Ｖ
・
性
感
染
症
は
、
予

防
、
早
期
発
見
、

早
期
治
療
が
大
切

で
す
。
狭
山
保
健

所
を
は
じ
め
県
内

の
保
健
所
で
Ｈ
Ｉ

Ｖ
・
性
感
染
症
検

査
を
匿
名
・
無
料

（
予
約
制
）
で
受

け
ら
れ
ま
す
。

◎
詳
細
は
同
保
健
所
HP
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

問
同
保
健
所
☎
２
９
５
４
‐
６
２
１
２

埼
玉
県
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト 

防
止
条
例
を
７
月
１
日
に
施
行
し
ま
す

　
事
業
者
お
よ
び
事
業
者
団
体
は
、
カ
ス

ハ
ラ
防
止
へ
の
取
組
姿
勢
を
示
す
基
本
方

針
を
作
成
し
、
公
表
す
る
こ
と
が
努
力
義

務
と
な
り
ま
す
。
指
針
お
よ

び
手
引
き
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

問
県
・
雇
用
・
人
材
戦
略
課

　
☎
０
４
８
‐
８
３
０
‐
４
５
１
８

毎
月
第
２
・
４
土
曜
午
前
は
休
日
開
庁

　
一
部
の
業
務
を
行
い
ま
す
。
詳
細
は
市

HP
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

日�

６
月
13
日
㈯
・
27
日
㈯
午
前
８
時
30
分

～
午
後
０
時
30
分

場�

市
役
所
１
階
、
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

（
並
木
・
小
手
指
分
館
除
く
）、
上
下
水

道
局
庁
舎

問�

経
営
企
画
課
☎
２
９
９
８
‐
９
０
２

７
、
上
下
水
道
お
客
様
セ
ン
タ
ー
☎
２

９
２
１
‐
１
０
８
０

障
害
者
団
体
ふ
れ
あ
い
活
動
支
援
事
業

（
貸
切
バ
ス
の
補
助
）

対�

次
の
全
て
を
満
た
す
団
体
▼
規
約
、
代

表
者
の
定
め
が
あ
り
、
障
害
福
祉
に
寄

与
す
る
活
動
を
継
続
的
に
行
う
▼
市
内

在
住
の
障
害
者
と
そ
の
家
族
15
人
以
上

で
構
成
▼
政
治
、
宗
教
、
営
利
活
動
を

目
的
と
し
な
い
▼
法
人
で
な
い

補�

助
限
度
額
　
７
万
円
（
リ
フ
ト
付
き
バ

ス
は
10
万
円
／
１
団
体
年
度
2
回
ま

で
）

◎
事
前
に
団
体
登
録
が
必
要
で
す
。

問
障
害
福
祉
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
１
６

市
税
の
納
期
限

　
６
月
30
日
㈫
は
市・県
民
税
（
第
１
期
）

の
納
期
限
で
す
。
期
限
内
に
納
付
し
て
く

だ
さ
い
。

問
収
税
課
☎
２
９
９
８
‐
９
０
７
３

交
通
遺
児
手
当
を
支
給

対�

交
通
遺
児
（
中
学
生
以
下
）
の
保
護
者

で
そ
の
遺
児
と
生
計
・
世

帯
を
同
じ
く
す
る
市
内
在

住
の
方

ご意見・ご提案お待ちしています！ご意見・ご提案お待ちしています！

市長タウンミーティング市長タウンミーティング

　市長が皆さまからのご意見や思いなどを伺う場、　市長が皆さまからのご意見や思いなどを伺う場、
第 32回「市長タウンミーティング」を開催します。第 32回「市長タウンミーティング」を開催します。
　「市長に思いを伝えたい」「市長に提案したい」 　「市長に思いを伝えたい」「市長に提案したい」 
皆さまのご参加をお待ちしています。皆さまのご参加をお待ちしています。

日 6月6日㈯午前 10時～ 11時 30分6月6日㈯午前 10時～ 11時 30分
　（午前 9時 30分開場）　（午前 9時 30分開場）
場こどもと福祉の未来館こどもと福祉の未来館
対市内在住・在勤・在学の方市内在住・在勤・在学の方
問市民相談課☎ 2998-9092市民相談課☎ 2998-9092 FAX 2998-90412998-9041

▲▲詳細は市詳細は市HPをを
ご覧ください。ご覧ください。

◆テーマ：市の公共施設

▶�会場に直接お越しください。
▶�▶�お子様同伴での入室ができます。一時預お子様同伴での入室ができます。一時預
かり（１歳～就学前）を利用する場合はかり（１歳～就学前）を利用する場合は
6月4日㈭午後5時15分までにご連絡く6月4日㈭午後5時15分までにご連絡く
ださい。ださい。

��▶�▶�会場には公共交通機関をご利用ください会場には公共交通機関をご利用ください
　（駐車場が満車の場合があります）。

日 当番店 電話番号
6日㈯ ㈲伏見設備工業 2948-3328

7日㈰ ㈱木下商興 2948-1719

13日㈯ ㈲兼六工業 2922-1877

14日㈰ ㈲中村水道工事店 2992-0981

20日㈯ ㈱ヒロスイプラス 2941-5228

21日㈰ ㈱協立管工 2948-5515

27日㈯ ㈲北田住設工業 2942-0020

28日㈰ ㈲伏見設備工業 2948-3328

▲オオキンケイギク

▼アメリカオニアザミ

▲スズメバチの巣

▼アシナガバチの巣


